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質問１ 　開業して間もないのですが、今まで勤務医だったので税のことはよく分かりません。知り

合いの人から、青色申告をしたらどうかと言われたのですが、青色申告とはどのようなもの

なのでしょうか。

回　答
　青色申告とは、所定の帳簿を備え付け、所得を正しく計算して申告できる人は青色の申告

書によって申告できることとした制度で、種々の特典が付与されています。

　所得税は、給与所得者のように所得税を源泉徴収されるだけで納税が済む以外は、申告納税制度と

いって１年間の所得と税額とを自分で計算して申告し、納税することになっています。

　事業所得者などは、毎日毎日の取引を記録しておきませんと１年間の所得を正確に計算することは

できませんので、正しい申告もできなくなってしまうことになります。

　そこで、１年間の所得を正確に計算することができる一定の帳簿を備え付け、その帳簿に基づいて

所得を計算し、正しい申告をする人のために設けられた制度が青色申告制度です。

　この制度は、青色申告をする人の申告書は一般の申告書と区別して青色の申告書を使うこととする

とともに、所得金額や税額の計算等に際しては種々の特典が利用できるというものです。

　申告納税制度の下においては、自分の所得は自分で計算し正しい申告をするのは当然のことですし、

このため昭和60年からは、一定要件に該当する人には記帳義務および記録保存義務が課せられていま

す。

　このようなことから、記帳せざるを得ないのであれば特典のある青色申告を利用したほうが有利で

すので、ぜひ青色申告をされることをおすすめします。


